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第２回大網白里市健康増進計画検討委員会による意見   

（平成２７年１１月６日実施） 
 

目次  

●第１章  １．計画策定の趣旨  （追記） 

Ｐ３ 

●ＣＯＰＤ・ロコモティブシンドロームの語彙説明⇒下段へ以下の文章を追記  

※１  ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患
まんせいへいそくせいはいしっかん

）  

：代表的な慢性呼吸器疾患の一つであり、主に喫煙（受動喫煙を含む）によって

肺気腫や気道炎症が起きる病気のこと。  

※２  ロコモティブシンドローム（運動器症候群
うんどうきしょうこうぐん

）  

：骨、関節、筋肉などの運動器の働きが衰えることによって、寝たきりになる危

険性の高い状態のこと。  

Ｐ５ 

 ●（３）千葉県食育推進計画（平成２０年）の策定年の整合  

⇒第１次・第２次に分割して掲載  
（３）第 1 次千葉県食育推進計画（平成２０年） 

  大地と海の恵み豊かな『ちばの食材・食品』を味わうことから始め、『ちばの食』

を実感し、食を通して郷土意識を育みながら、健やかな体と豊かな心をもった人づ

くりを目指して、「元気な『ちば』を創る『ちばの豊かな食卓づくり』計画として

策定されました。 

（４）第２次千葉県食育推進計画（平成２５年） 

第１次食育推進計画の成果、高齢化の進展や食の安全に対する不安感など、県民

を取り巻く状況の変化を踏まえて課題を整理し、「『ちばの恵み』を取り入れたバ

ランスのよい食生活の実践による生涯健康で心豊かな人づくり」を基本目標として、

総合的な施策の推進が示されています。 

Ｐ８ 

 ●（３行目）分野別計画「食生活」⇒「健康と栄養」へ変更  

 ●（６行目）留意しし、⇒留意し、（しの削除） 

Ｐ９ 

 ●２関連計画等の位置付け≪関連する法律・各種計画等≫⇒下記の通り修正・追記  

法律 千葉県が策定した計画 大網白里市が策定した計画等 

歯科口腔保健の推進

に関する法律 
千葉県歯・口腔保健計画 

大 網 白 里 市 健 康 増 進 計 画

（案） 

がん対策基本法 千葉県がん対策推進計画 

自殺対策基本法 千葉県自殺対策推進計画 

高齢者の医療の確保

に 

関する法律 

千葉県における健康福祉の取り組

みと医療費の見直しに関する計画 

（医療費適正計画）  

次世代育成支援対策 

推進法 
千葉県次世代育成支援行動計画  大網白里市子ども・子育て支

援事業計画 子ども・子育て支援法 千葉県子ども・子育て支援事業計画 

障害者基本法 

障害者総合支援法 
千葉県障害者計画 

大網白里市障がい者計画 

大網白里市障がい福祉計画 

老人福祉法 

介護保険法 
千葉県高齢者保健福祉計画  

大網白里市高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

社会福祉法 千葉県地域福祉支援計画 大網白里市地域福祉計画 
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関連部分に 

留意して位置付け

る 

 

 ●表中の大網白里市スポーツ推進計画（策定中）・大網白里市男女共同参画計画

（策定中）⇒策定状況により、（策定中）の削除の検討  

Ｐ１０ 

 ●計画策定に関する法令等の図表⇒下記の通り修正・追記  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ基本法 千葉県体育・スポーツ推進計画 
大網白里市スポーツ推進計

画（策定中） 

男女共同参画基本法 千葉県男女共同参画計画 
大網白里市男女共同参画計

画（策定中） 

大
網
白
里
市
総
合
計
画 

大網白里市健康増進計画 

大網白里市地域福祉計画 
大網白里市高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

大網白里市子ども・子育て 
支援事業計画 

食育基本法 
  （食育推進計画の根拠法）  

大網白里市障がい者計画 
大網白里市障がい福祉計画 

大網白里市スポーツ推進計画 

計画策定に関連する法令等  

・歯科口腔保健の推進に関する法律  

・がん対策基本法  

・自殺対策基本法  

・高齢者の医療の確保に関する法律  

【その他の関連法】 
 

・次世代育成支援対策推進法  ・子ども・子育て支援法 

・障害者基本法        ・障害者総合支援法 

・老人福祉法         ・介護保険法  

・社会福祉法         ・スポーツ基本法 

・男女共同参画基本法              等 

整合を 

図り 

ながら 

策定  
 

 

大網白里市男女共同参画計画  

健康増進法 
  （健康増進計画の根拠法）  



3 

 

 

Ｐ１１ 

 ●（２行目）第５次総合計画の最終年度にあたる５年後の平成３２年度に⇒（追記） 

 ●本計画及び総合計画の期間⇒追記  

 平成  

28年度  
29年度  30年度  31年度  32年度  33年度  34年度  35年度  36年度  37年度  

大網白里市 

総合計画 

          

 

Ｐ１２  

●第２章  計画の基本的な考え方⇒追記  

 

 

【その他  意見】 

 

●第３章  分野別取り組みにコラムを載せてはどうか。 

 （大網白里市特有の内容、市内のＰＲ、健康・食育に関する豆知識・特集  等） 

●ライフステージ別に合わせた支援について大いに活用願いたい。 

●アンケート結果の掲載方法について検討願いたい。（資料編を作成するか、分野別  

取り組みへ適宜掲載するか 等々） 

●健康マイレージの運用の検討  

 

第５次総合計画  第６次総合計画  


